










要約:「本邦における都市群の population base の障害児発生率はどのくらいなのか」、「障

害児への早期 intervention は予後に影響し、quality of life を高めるか」、「NICU退院児、

特に障害を有する児の follow-up システムはいかにあるべきか」、を本分担研究班のリサー

チ・クェスチョンとし、「population base の出生あたりの障害児発生率に関する疫学的研

究」、「障害児に対する早期からの包括的医療がquality of life に及ぼす影響とその効果

的システム確立の研究」、「NICU 退院児の follow-up システムに関する研究」、「特殊な疾患

を有するNICU退院児の管理」をサブテーマとした4グループに分かれた研究活動を行った。

東京都下国分寺市および板橋区における脳性麻碑と在宅管理困難児の発生頻度は、出生

1,000 あたり 2.O と 1.0 および 1.0 と O.8 の結果であった。過去 3 年間の疫学的データを

総合すると、脳性麻痺発生頻度は出生1,000 あたり約 1.5 であり、在宅困難児はその半分

と推定された。 

昭和大学、神奈川こども医療センター、東京小児養育病院の 3施設における障害児の検討

から、従来の医療体制では管理困難な高度な医療と濃厚な看護の両方を長期に亘って必要

とする症例を各障害度のスコアリングシステムによって選別し、「超重症児」と定義した。

超重症児は NICU 退院児で障害を有する 125 名中 17名であるが、このような症例に対して

は従来の概念を超えた新しい医療型療育制度の必要性が示された。 

ハイリスクおよび障害を有する NICU 退院児を送り出す側の医療施設におけるそれらの児

の follow-up システムの検討が行われ、NICU 入院時を管理する医療チームとは別の

follow-up 専門チームの必要性、および保健所や開業医などの地区医療施設との有機的連

携をもった fo11ow-up システムの必要性が示された。さらに、視力障害児、慢性呼吸不全

児、外科的手術後の児の follow-up においては、乳幼児の発達の重要性を考慮した各々の

独自の問題を踏まえたシステムの必要性が示された。 


